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１

ペ
ー
ジ

秋
田
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め

配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、

こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
し
ま
む
ら
　
代
表
取
締
役
　
野
　
中
　
正
　
人

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
番
四
号

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
ー
ル
大
曲

告
　
示

◯
肥
料
の
登
録
（
七
二
四
・
水
田
総
合
利
用
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

大
仙
市
戸
地
谷
字
川
前
百
九
十
八
番
外

（三）

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

（１）

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

ア
　
変
更
前
　
千
九
百
九
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

イ
　
変
更
後
　
二
千
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

（２）

駐
車
場
の
収
容
台
数

ア
　
変
更
前
　
九
十
三
台

イ
　
変
更
後
　
百
一
台

（３）

駐
輪
場
の
収
容
台
数

ア
　
変
更
前
　
五
十
九
台

イ
　
変
更
後
　
六
十
七
台

（４）

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

ア
　
変
更
前
　
百
四
十
三
・
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル

イ
　
変
更
後
　
百
四
十
八
・
一
六
平
方
メ
ー
ト
ル

（５）

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

ア
　
変
更
前

株
式
会
社
し
ま
む
ら

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日
、
施
設
等
の
変
更
に
関
す
る
届
出
（
七

二
五
・
商
業
貿
易
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
七
二
六
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
七
二
七
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
協
議
を
適
当
と
す
る
旨
の
決
定

（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

議
会
訓
令

◯
秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令
（
二
・
議
会
事
務
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

教
育
委
員
会
告
示

開
店
時
刻
　
午
前
十
時
　
閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

株
式
会
社
ア
ベ
イ
ル

開
店
時
刻
　
午
前
十
時
　
閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

イ
　
変
更
後

株
式
会
社
し
ま
む
ら

開
店
時
刻
　
午
前
十
時
　
閉
店
時
刻
　
午
後
八
時
三
十
分

株
式
会
社
ア
ベ
イ
ル

開
店
時
刻
　
午
前
十
時
　
閉
店
時
刻
　
午
後
八
時
三
十
分

（６）

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

ア
　
変
更
前
　
午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
十
五
分
ま
で

イ
　
変
更
後
　
午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
八
時
四
十
五
分
ま
で

（７）

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

ア
　
変
更
前
　
三
か
所

イ
　
変
更
後
　
四
か
所

（四）

変
更
す
る
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
六
日

（五）

変
更
す
る
理
由

◯
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
一
八
・
保
健
体
育
課
）
…
３

教
育
委
員
会
公
告

◯
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
の
生
徒
の
募
集
（
特
別
支
援
教
育
課
）
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示

登

録

番

号

秋
田
県

第
二
百
十
号

保
証
成
分
量
（
％
）

そ

の

他

の

規

格

窒
素
全
量
九
・
〇

リ
ン
酸
全
量
一
・
〇

氏

名

又

は

名

称

太
平
物
産
株
式
会
社

肥

料

の

種

類

及

び

名

称

混
合
有
機
質
肥
料

太
平
混
合
有
機
九
―
一

住
　
　
　
　
　
所

秋
田
市
卸
町
三
丁
目
三
番
一
号

登
録
の
有
効
期
間

平
成
十
八
年
十
月
二
日
か
ら
平
成

二
十
一
年
十
月
一
日
ま
で

生
　
　
　
　
産
　
　
　
　
業
　
　
　
　
者



平成18年10月13日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1819号

２

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
十
月
十
三
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
十
月
十
三
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
十
月
十
三
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

業
態
変
更
の
た
め

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
十
月
五
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

大
仙
市
役
所
　
農
林
商
工
部
　
商
工
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
八
幡
地
区
ほ

場
整
備
事
業
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
十
月
十
六
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
三
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
大
仙
市
中
仙
総
合
支
所

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
仙
市

か
ら
な
さ
れ
た
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
協
議
を
適
当
と
決
定
し
た
の

で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
市
営
土
地
改
良
事
業
（
立
石
地
区
県

単
小
規
模
土
地
改
良
事
業
）
計
画
書
及
び
条
例
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
十
月
十
六
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
三
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
大
仙
市
役
所

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日
か
ら
平
成
十
九
年
二
月
十
三
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振

興
課
商
業
貿
易
室

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
議
会
訓
令
第
二
号

事

務

局

一

般

秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日

秋
田
県
議
会
議
長
　
中
　
泉
　
松
之
助
　

秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令

秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
年
十

月
一
日
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第

十
一
号
と
す
る
。

第
九
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を

第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
職
員
（
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
。
）
の
育
児
休
業
及
び
部
分
休
業

に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

三
百
四
十
一
号

三
百
四
十
一
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
〇
〇
〜
二
〇
・
八
〇

一
二
・
四
〇
〜
四
八
・
六
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
四
四

〇
・
二
三
五

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
岩
城
滝
俣
字
八
舎
田
一
一
五
番
二
か
ら
字
八
舎
田
一
一
七
番
二
ま
で

〃

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
五
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

大
仙
市
飯
田
字
続
橋
通
一
九
一
番
二

か
ら
和
合
字
田
中
一
七
一
番
ま
で

公
　
　
　
　
　
　
告

議

　

会

　

訓

　

令

教

育

委

員

会

告

示
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秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
八
号

秋
田
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
例
第
八
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
鈴
　
木
　
長
　
男
　

一
　
秋
田
県
田
沢
湖
ス
キ
ー
場

（一）

指
定
管
理
者
の
住
所
及
び
名
称

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
下
高
野
七
十
三
番
地
二

田
沢
湖
高
原
リ
フ
ト
株
式
会
社

（二）

指
定
の
期
間

平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

二
　
秋
田
県
立
田
沢
湖
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

（一）

指
定
管
理
者
の
住
所
及
び
名
称

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
下
高
野
七
十
三
番
地
二

田
沢
湖
高
原
リ
フ
ト
株
式
会
社

（二）

指
定
の
期
間

平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
十
九
年
度
に
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
高
等
部
及
び
高
等
部
専
攻
科

に
入
学
す
る
生
徒
並
び
に
幼
稚
部
に
入
学
す
る
幼
児
を
次
の
と
お
り
募
集
す

る
の
で
、
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
（
昭
和
六
十
年
秋
田
県
教
育
委
員

会
規
則
第
八
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
鈴
　
木
　
長
　
男
　

高
等
部
及
び
高
等
部
専
攻
科
の
課
程

一
　
入
学
願
書
の
提
出
期
日
及
び
提
出
先

（一）

提
出
期
日
　
平
成
十
九
年
一
月
十
五
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
五
日

（
木
）
ま
で

（二）

提
出
先
　
各
志
願
先
特
殊
教
育
学
校
長

二
　
入
学
選
考
期
日
及
び
選
考
内
容

（一）

期
日
　
平
成
十
九
年
三
月
二
日
（
金
）

（二）

内
容
　
各
特
殊
教
育
学
校
の
志
願
者
の
実
態
に
応
じ
て
面
接
等
を
行

う
。

三
　
募
集
す
る
学
校
名
、
部
科
名
、
学
科
名
及
び
人
員

四
　
合
格
者
の
発
表
　
平
成
十
九
年
三
月
九
日
（
金
）

幼
稚
部
の
課
程

一
　
募
集
学
校
　
秋
田
県
立
聾ろ
う

学
校

二
　
募
集
人
員
　
男
女
五
名

三
　
入
学
願
書
の
提
出
期
日
及
び
提
出
先

（一）

提
出
期
日
　
平
成
十
九
年
一
月
十
五
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
五
日

（
木
）
ま
で

（二）

提
出
先
　
秋
田
市
土
崎
港
北
二
丁
目
十
七
番
七
十
号
　
秋
田
県
立
聾ろ
う

学
校
長

四
　
就
学
相
談
・
選
考
期
日
　
平
成
十
九
年
三
月
二
日
（
金
）

五
　
合
格
者
の
発
表
　
平
成
十
九
年
三
月
九
日
（
金
）

教

育

委

員

会

公

告

部

科

名

学
　
校
　
名

募
集
人
員

男
女
　
　
八
名

学

科

名

普
　
通
　
科

部

科

名

高
　
等
　
部

高
等
部
専
攻

科高
　
等
　
部

高
等
部
専
攻

科高
　
等
　
部

高
　
等
　
部

高
　
等
　
部

高
　
等
　
部

高
　
等
　
部

高
　
等
　
部

高
　
等
　
部

高
　
等
　
部

高
　
等
　
部

高
　
等
　
部

学
　
校
　
名

秋
田
県
立
盲
学
校

秋
田
県
立
聾ろ

う

学
校

秋
田
県
立
秋
田
養
護

学
校

秋
田
県
立
勝
平
養
護

学
校

秋
田
県
立
比
内
養
護

学
校

秋
田
県
立
能
代
養
護

学
校

秋
田
県
立
養
護
学
校

天
王
み
ど
り
学
園

秋
田
県
立
栗
田
養
護

学
校

秋
田
県
立
ゆ
り
養
護

学
校

秋
田
県
立
大
曲
養
護

学
校

秋
田
県
立
横
手
養
護

学
校

秋
田
県
立
稲
川
養
護

学
校

募
集
人
員

男
女
　
　
八
名

男
女
　
　
八
名

男
女
　
　
九
名

男
女
　
　
八
名

男
女
　
　
八
名

男
女
　
　
八
名

男
女
　
　
九
名

男
女
　
　
九
名

男
女
　
一
一
名

男
女
　
　
八
名

男
女
　
二
四
名

男
女
　
一
六
名

男
女
　
一
六
名

男
女
　
二
四
名

男
女
　
一
六
名

男
女
　
一
九
名

男
女
　
一
六
名

男
女
　
一
六
名

学

科

名

普
　
通
　
科

保
健
理
療
科

理
　
療
　
科

普
　
通
　
科

産
業
技
術
科

印
刷
情
報
科

産
業
技
術
科

印
刷
情
報
科

普
　
通
　
科

普
　
通
　
科

普
　
通
　
科

普
　
通
　
科

普
　
通
　
科

普
　
通
　
科

普
　
通
　
科

普
　
通
　
科

普
　
通
　
科

普
　
通
　
科
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